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Tax & Legal Services Newsletter 

タイ 
 
※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

COVID-19 感染拡大防止に係る税制措置  

タイ政府は、2020 年 6 月中に、以下のコロナウイルス感染症（以下：「COVID-19」）感染拡大防止に係る税

制措置を公表しました。 

 2020 年 6 月 22 日付で公表された勅令第 700 号は、COVID-19 の治療、診断、又は予防に使用される物

品に係る輸入 VAT を免税とする旨を規定しています。本勅令は、2020 年 3 月 1 日から 2021 年 2 月 28

日までの間にタイに輸入され、法人又はパートナーシップによって公立の医療施設や他の公立の機関、又は公

共的な慈善団体に寄附された資産及び物品に係る法人所得税及び VAT を免税とする旨についても規定し

ています。その後、2020 年 6 月 23 日付で公表された勅令第 700 号の適用に関する規則を定めた歳入局
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長通達は、法人所得税及び VAT が免税とされるタイへの輸入物品は保健省の関連通達で定められた物

品に限られる旨を明らかとしています。 

 2020 年 6 月 22 日付で公表された勅令 701 号は、個人、法人及びパートナーシップが COVID-19 関連の問

題解決を支援するために歳入局の電子寄附システムを利用して首相府事務次官室に対して行った寄附に

相当する額を控除することを認めています。当該所得控除を適用する場合には、本勅令が規定する要件を

充足することが求められます。 

 2020 年 6 月 18 日付で公表された財務省令第 366 号は、保健省が COVID-19 の監視、予防、管理、調

査、治療に関連する業務に従事した者に支払った危険手当に係る 2020 年度の個人所得税を免税とする

旨を規定しています。当該免税措置は、保健省が COVID-19 関連の医療及び公衆衛生コンサルティングを

提供する従業員又は第三者機関に対して支払った手当についても適用されます。 

 

環境関連税制  

2020 年 6 月 22 日付で公表された勅令第 694 号は、タイ温室効果ガス管理機関に登録されたタイ自主削減

プログラムに基づき、法人及びパートナーシップがタイ国内でカーボンクレジットの販売から生じた所得に係る法人所

得税を免税とする旨を規定しています。当該免税措置は、歳入局長通達が明らかとする基準、手順及び条件に

従って申告することにより、3 会計年度にわたって継続適用されます。  

さらに、2020 年 6 月 22 日付で公表された勅令第 702 号は、法人及びパートナーシップに対して生分解性プラス

チック製品の購入金額の 25％相当額の追加控除を認めています。当該追加控除は、2019 年 1 月 1 日から

2021 年 12 月 31 日までの間に支払われた購入金額に遡及適用されます。 

 

寄附金控除 

タイ政府は、2020 年 6 月 22 日付で、以下の一定の寄附金控除に係る勅令を公表しました。 

 勅令第 696 号は、個人、法人及びパートナーシップが歳入局の電子寄附システムを利用して行ったタイスポー

ツ局、地方スポーツ団体及び地方スポーツ協会に対する寄附金額の 200％相当額を控除する旨を規定して

います。当該寄附金控除の適用対象は、スポーツ機器の調達、トレーニング、競技会等に使用される目的で

行われた寄附に限られます。本勅令は、寄附目的で行われた資産の譲渡、物品の販売及び契約に係る個

人所得税、法人所得税、VAT 及び印紙税を免税とする旨についても規定しています。当該寄附金控除は、

2019 年 1 月 1 日から 2019 年 12 月 31 日までの間に行われた寄附に遡及適用されます。 

 勅令第 699 号は、法人及びパートナーシップが Industry 4.0 の促進と人員支援を目的として教育機関によっ

て設立されたセンターに対して Industry 4.0 自動化システム関連の機械、備品及びコンピュータープログラムを

寄附した場合、法人所得税法上で控除する旨を認めています。当該寄附金控除の内容は、以下のとおり

です。   
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(1) 法人所得税法上の控除額は、上記センターに寄附された一定の資産の額  

(2) 法人所得税法上の追加控除額は、上記(1)に基づく寄附金額 

(3) 上記(2)の追加控除額は、勅令で規定される法人の所得に対する割合により算出された金額を上限 

(1)、(2)及び(3)の控除額計は、法人の所得の 10%又は 100 百万 THB のいずれか低い方の金額を上限とし

ます。 

本勅令は、法人及びパートナーシップが寄附目的で行う資産の譲渡、物品の販売、契約に係る法人所得

税、VAT 及び印紙税についても免税とする旨を規定しています。当該控除及び減免は、歳入局長通達が明

らかとする基準、手順及び条件に従って申告することにより、2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の

間に行われた寄附に対して遡及適用されます。 

 勅令第 706 号は、個人、法人及びパートナーシップが歳入局の電子寄附システムを利用して行ったタイ赤十

字社に対する寄附金額の 100％相当額を追加控除する旨を規定しています。さらに、本勅令は、タイ赤十

字社に対する資産の譲渡及び物品の販売に係る個人所得税、法人所得税、VAT 及び印紙税を免税とす

る旨についても規定しています。当該追加控除及び減免は、2020 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31日まで

の間に行われた寄附に対して遡及適用されます。  

 

経済及び投資促進税制 

タイ政府は、2020 年 6 月 22 日付で、以下のタイ国内の経済と投資を促進するための税制措置を含む勅令を

公表しました。 

 勅令第 693 号は、経済特別開発区（Special Economic Zone：以下「SEZ」）に事業所のある法人及びパ

ートナーシップが SEZ で使用される物品の製造及びサービスの提供から得た所得に係る法人所得税率を

20％から 10％に軽減する旨を規定しています。当該軽減税率は、10 会計年度にわたって継続適用されま

す。法人及びパートナーシップは、2020 年 6 月 23 日から 2020 年 12 月 30 日までの間に歳入局に当該税

制を適用する旨の登録を行うこと等の本勅令が定める適用要件を満たす必要があります。 

 勅令第 695 号は、法人及びパートナーシップによる機械設備への投資額（現状を維持するための修理に要

する金額を除く）の 150％相当額の追加控除を認めています。当該追加控除は、歳入局長通達が明らか

とする基準、手順及び条件に従って申告することにより、2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの

間に行われた投資に対して遡及適用されます。 

 勅令第 697 号は、法人及びパートナーシップが従業員のためにタイ国内で開催した研修セミナー関連費用

（セミナールーム、宿泊施設、交通費、又は旅行代理店に支払われた報酬費用等）の額の 100％相当額

の追加控除を認めています。当該追加控除は、2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの間に支

払われた経費に対して遡及適用されます。 
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 勅令第 698 号は、ホテル事業を運営する法人及びパートナーシップが事業に関連する資産の増築、修繕、

拡張、又は改善に要する費用の額（現状を維持するための修理に要する金額を除く）の 150％相当額の

追加控除を認めています。当該追加控除は、2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの間に支払

われた経費に対して遡及適用されます。   

 

石油所得税に関する財務省通達 

財務省は、石油所得税に関する以下の通達を公表しました。  

 2020 年 6 月 11 日付で公表された石油所得税に関する財務省通達第 1 号は、石油所得税の計算目的

で機能通貨として使用できる通貨の一覧を明らかにしています。 

 2020 年 6 月 10 日付で公表された石油所得税に関する財務省通達第 2 号は、石油所得税の計算目的

でタイ国通貨以外の通貨を機能通貨として使用することを希望する法人は、会計原則に従って会計帳簿を

作成することの他、石油所得税に関する財務省通達第 1 号で明らかとされている機能通貨として使用できる

通貨の一覧に当該使用を希望する通貨が含まれていることを会計監査人が証明する必要がある旨等を明ら

かにしています。  
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